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第
2
章　
保
育
所
民
営
化
の
成
功
要
因

　

厚
生
労
働
省
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
平
成
十
七
年

（
二
〇
〇
五
年
）
四
月
現
在
で
、
公
立
保
育
所
を
民
間
に

業
務
委
託
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
三
百
九
十
八
件
、
民
間
に

施
設
（
公
有
財
産
）
を
貸
与
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
百
九
十

件
、
そ
し
て
民
間
に
譲
渡
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
予
定
数
も

含
ん
で
九
十
七
件
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

報
道
等
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
民
間
委
託
な
ど
の
中
に

は
、
受
託
業
者
が
予
定
し
た
保
育
士
の
採
用
が
で
き
ず
、

十
分
な
引
き
継
ぎ
・
準
備
も
さ
れ
な
い
ま
ま
業
務
が
開
始

さ
れ
、
事
故
や
虐
待
と
も
言
え
る
体
罰
、
流
行
性
疾
病
の

蔓ま
ん
え
ん延
、
保
育
士
の
集
団
退
職
な
ど
多
く
の
問
題
が
発
生
し

て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
保
育
の
質
が
低
下
し
た
と
し
て

保
護
者
が
運
営
者
変
更
の
要
望
を
出
す
に
至
っ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
ま
た
、
行
政
に
よ
る
計
画
発
表
か
ら
民
営
化

実
施
ま
で
が
半
年
弱
と
い
う
性
急
さ
で
、
保
護
者
か
ら
理

解
が
得
ら
れ
ず
訴
訟
に
発
展
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
そ
の

他
に
、
民
営
化
を
議
論
し
た
が
、
結
局
凍
結
と
な
っ
た
り
、

白
紙
撤
回
し
た
と
い
う
事
例
も
あ
る
。

⑴
3
つ
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

　

公
立
保
育
所
の
民
営
化
の
明
暗
を
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
は

何
な
の
か
。
失
敗
例
も
含
め
、
こ
れ
ま
で
民
営
化
を
進
め

た
自
治
体
か
ら
学
び
取
れ
る
公
立
保
育
所
の
民
営
化
成
功

へ
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
コ
ス
ト
②
サ
ー
ビ
ス
③

プ
ロ
セ
ス
│
│
の
三
点
に
絞
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

①
コ
ス
ト

　

公
立
保
育
所
の
民
営
化
は
、
市
町
村
の
行
政
改
革
の
一

環
と
い
う
側
面
が
大
き
い
。
中
で
も
第
一
に
、
人
件
費
の

削
減
で
あ
る
。
公
立
保
育
所
の
保
育
士
の
平
均
年
齢
は
民

間
と
比
べ
て
高
く
、
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
も
、
費

用
が
多
く
掛
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
官
民

格
差
の
是
正
を
い
か
に
進
め
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

　

第
二
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
実
際
に
公
立

保
育
所
民
営
化
を
行
う
場
合
に
掛
か
る
建
物
関
連
コ
ス
ト

で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
た
に
乳
幼
児
保
育
を
行
う
場
合
の

部
屋
の
増
改
築
の
費
用
を
市
町
村
が
負
担
す
る
場
合
や
、

仮
移
転
の
土
地
代
、
仮
保
育
所
建
設
費
用
な
ど
が
必
要
な

場
合
は
コ
ス
ト
が
増
加
す
る
。
し
か
し
、
建
物
を
譲
渡
し

た
場
合
は
、
将
来
、
建
て
替
え
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
の

費
用
負
担
を
削
減
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
コ
ス
ト
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

第
三
と
し
て
、
民
営
化
に

伴
う
運
営
費
に
つ
い
て
も
見

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
立
保
育
所
に
掛
か
る
維
持

費
な
ど
運
営
費
は
削
減
さ
れ

る
が
、
民
営
化
に
伴
う
私
立

保
育
所
へ
の
措
置
費
用
の
増

加
と
、
民
営
化
に
伴
う
補
助

金
な
ど
を
創
設
し
た
場
合
は
、

そ
の
分
の
費
用
が
増
加
す
る

こ
と
と
な
る
。

　

以
上
、
公
立
保
育
所
の
民

営
化
に
関
す
る
コ
ス
ト
の
増

減
項
目
を
ま
と
め
て
み
た

（
図
表
5
）。

＊
連
載　
保
育
所
民
営
化
、成
功
の
ポ
イ
ン
ト（
中
）

利
用
者
の
不
安
・
不
満
解
消
に
は
具
体
策
の
提
示
を

│
事
前
の
論
点
整
理
が
不
可
欠
│

中
本　

美
智
子　
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
生
／
大
阪
府
吹
田
市
議
会
議
員

保育所にかかる人員減による人件費の減額
施設の有償貸与の場合の収入
保育所にかかる運営費の減額

図表5　公立保育所民営化にかかるコストの増減項目

減

増
民営化にかかる、建設・増改築工事費用、土地購入費用
民営化後の法人への運営措置費
民営化に伴う施策実施による補助金など
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②
サ
ー
ビ
ス

　

公
立
保
育
所
の
民
営
化
は
、「
最
初
に
コ
ス
ト
削
減
あ

り
き
」
で
は
成
功
は
難
し
い
。
む
し
ろ
民
営
化
に
伴
い
、

ど
の
よ
う
に
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
担
保
し
、
向
上
を
図

る
か
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
と

い
っ
て
も
、
市
町
村
全
体
で

ど
れ
だ
け
保
育
サ
ー
ビ
ス
が

向
上
す
る
か
と
い
う
点
と
、

民
営
化
さ
れ
る
個
別
の
保
育

所
の
サ
ー
ビ
ス
が
具
体
的
に

ど
う
向
上
す
る
の
か
と
い
う

点
の
二
面
が
あ
る
。
ま
ず
最

も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
待
機

児
童
の
解
消
が
図
れ
る
か
で

あ
る
。
次
に
、
延
長
保
育
や

一
時
預
か
り
な
ど
特
別
保
育

の
充
実
と
在
宅
子
育
て
支
援

機
能
な
ど
の
拡
充
が
図
ら
れ

る
こ
と
。
そ
し
て
、
個
別
の

保
育
所
に
お
い
て
事
業
者
の

努
力
に
よ
り
地
域
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
が

図
ら
れ
る
と
い
っ
た
付
加
価

値
の
創
出
で
あ
る
（
図
表

6
）。

③
プ
ロ
セ
ス

　

公
の
施
設
の
民
営
化
の
中

で
も
、
特
に
公
立
保
育
所
の

場
合
は
、
民
営
化
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
成
否
を
分
け
る
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
。
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
第
一

に
、
そ
も
そ
も
民
営
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
整
理
で
き
て

い
る
か
、
第
二
に
民
営
化
に
関
す
る
議
論
の
レ
ベ
ル
が
切

り
分
け
さ
れ
て
い
る
か
、
第
三
に
民
営
化
に
対
す
る
不
安

や
不
満
を
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
対
応
を
考
え
て
い
る

か
│
│
の
三
点
が
あ
る
。

ⅰ
民
営
化
す
る
と
は

　

ま
ず
、
公
営
の
施
設
の
民
営
化
を
考
え
る
指
標
と
し
て

経
営
主
体
が
公
か
民
か
と
い
う
点
と
、
そ
こ
で
働
く
人
た

ち
の
身
分
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
図
表
7
に
な
る
。
こ

の
図
で
は
、
横
軸
を
経
営
主
体
と
し
、
経
営
主
体
が
公
で

費
用
も
す
べ
て
公
が
担
う
も
の
、
次
に
経
営
主
体
は
民
間

で
、
民
間
費
用
を
基
本
と
す
る
が
、
公
的
費
用
の
投
入
が

あ
る
場
合
、
そ
し
て
経
営
主
体
も
費
用
も
す
べ
て
民
間
が

担
う
も
の
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
縦
軸
に
は
、
そ
こ
で
働

く
人
た
ち
を
、
す
べ
て
公
務
員
、
基
本
は
公
務
員
だ
が
一

部
民
間
人
、
そ
し
て
す
べ
て
民
間
人
と
い
う
分
類
と
す
る
。

　

こ
の
図
に
、
公
立
保
育
所
、
民
間
私
立
保
育
所
、
そ
し

て
公
立
保
育
所
を
民
営
化
し
た
保
育
所
を
当
て
は
め
て
み

る
。
公
立
保
育
所
は
、
経
営
主
体
は
市
町
村
で
あ
り
、
す

べ
て
公
費
で
賄
わ
れ
て
い
る
が
、
清
掃
な
ど
一
部
外
部
委

託
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
公
務
員
で
あ
る
保
育
士
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
が
働
い
て
い
る
場

合
も
多
い
。
民
間
私
立
保
育
所
は
、
働
く
保
育
士
や
調
理

師
な
ど
は
民
間
人
だ
が
、
運
営
補
助
や
公
私
間
格
差
是
正

の
た
め
民
間
施
設
給
与
等
改
善
費
が
公
費
か
ら
補
助
さ
れ

て
い
る
。
次
に
、
公
立
保
育
所
を
民
営
化
し
た
保
育
所
の

図表6　サービス向上のポイント
待機児童の削減
保育サービスの拡充
一時保育・延長保育・病後時保育など特別保育の充実
地域保育支援サービスセンターの設置
ファミリーサポート制度や保育ママ制度など

事業者による地域とのコミュニケーションの活発化と連携強化など

市町村全体の
保育サービスの
向上
（保育施設）

個別保育所の
サービス向上

図表7　経営主体と働く主体による民営化の分類

すべて
民間人

基本は民間人
一部公務員

すべて
公務員

経営主体：公
すべて公的費用

経営主体：民
基本は民間費用だが
公的費用の投入あり

経営主体：民
民間費用

強　　　行政の関与　　　弱

弱
　
　
強

行
政
の
関
与

民間私立保育所公立保育所を
民営化した保育所

公立保育所

働く主体

費用負担
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場
合
、
民
間
私
立
保
育
所
と
同
じ
く
経
営
主
体
は
民
で
あ

る
が
、
土
地
の
無
償
貸
与
や
建
物
の
無
償
譲
渡
、
当
初
の

施
設
整
備
費
負
担
と
い
っ
た
、
運
営
コ
ス
ト
へ
の
公
的
な

補
助
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　

図
表
7
か
ら
行
政
の
関
与
度
合
い
を
見
る
と
、
公
立
保

育
所
が
民
営
化
さ
れ
た
保
育
所
は
、
公
立
保
育
所
と
民
間

私
立
保
育
所
の
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
運
営

面
に
お
い
て
も
、
民
営
化
す
る
場
合
に
は
保
育
サ
ー
ビ
ス

の
基
準
や
、
望
ま
し
い
条
件
整
備
な
ど
が
決
め
ら
れ
て
お

り
、
民
営
化
と
い
っ
て
も
行
政
の
関
与
の
度
合
い
が
強
い
。

ⅱ
民
営
化
を
め
ぐ
る
議
論

　

公
立
保
育
所
の
民
営
化
に
関
す
る
議
論
に
は
ど
の
よ
う

な
論
点
が
あ
る
の
か
整
理
を
し
て
み
る
と
、
図
表
8
の
よ

う
に
な
る
。
実
は
、
一
つ
の
保
育
所
の
民
営
化
に
つ
い
て

議
論
す
る
場
で
あ
っ
て
も
、
国
の
制
度
を
め
ぐ
る
論
点
も

あ
れ
ば
、
自
治
体
の
行
政
施
策
を
め
ぐ
る
論
点
、
個
別
の

保
育
所
を
め
ぐ
る
論
点
が
あ
る
。
現
場
で
は
こ
れ
ら
の
論

点
が
渾こ

ん
ぜ
ん然
一
体
と
な
っ
て
、
市
民
や
保
護
者
か
ら
噴
出
す

る
。
人
に
よ
っ
て
ど
の
レ
ベ
ル
で
議
論
し
て
い
る
の
か
が

違
う
。
行
政
側
が
こ
れ
ら
を
分
類
整
理
し
た
上
で
対
応
を

考
え
て
お
か
な
い
と
不
満
や
不
信
を
招
く
結
果
と
な
る
。

　

例
え
ば
、
国
の
制
度
を
め
ぐ
る
論
点
は
、
地
方
自
治
体

に
お
い
て
個
別
の
保
育
所
の
民
営
化
を
考
え
る
上
で
は
議

論
し
よ
う
が
な
い
。
地
方
自
治
体
の
行
政
施
策
を
め
ぐ
る

論
点
で
は
、「
と
に
か
く
民
営
化
反
対
」
や
「
公
立
の
方

が
安
心
感
が
あ
る
」
と
い
っ
た
感
情
論
的
な
論
点
は
論
外

で
あ
る
。
ま
た
、
公
立
保
育
所
の
保
育
士
の
身
分
保
障
に

つ
い
て
は
、
保
育
所
の
運
営
と
は
別
の
次
元
の
話
で
あ
る
。

図表8　保育所民営化をめぐる議論の整理

・コスト削減を優先するので、保育士の数が減り保育の質が
　落ちる
・保育士の年齢が下がり、十分な保育が行えない
　親の相談に乗ってもらえない
・突然先生が全員入れ替わるので、子どもへの影響が大きい
・保育方針が転換されるのが嫌だ
・新たに保育に関する費用負担を強いられるのではないか

・待機児童を減らすことが急務である
・コストがかかりすぎている、人件費がかさんでいる。
　コストを下げて、他の子育て支援メニューにまわす
　民営化によって特別保育の充実をはかる
・施設の老朽化が進んでいるが改修や建替の費用がない
・とにかく民営化反対である。公立で保育所は運営すべき
・行政改革の一環としてのコスト削減先行にすぎない
・保育行政のありかた政策的展望がわからない、理解できない
・公立の方が安心感がある
・保育行政は公的役割なのに後退する
・施設を民間へ売却、譲渡、貸与する場合、税金の使い方として
　不適切だ
・現在公立保育所で働いている保育士の労働権の補償は
　どうなるのか
・民営化への期間が短すぎる
・民営化する事業者の選定に不安がある

・国の公立保育所補助金の一般財源化と自治体への補助減額
　が悪いのだ
・児童福祉法の改正が悪い
・民間企業やNPOも保育所経営が可能にしたことは保育産業
　を儲けの対象としている

個別の保育所をめぐる論点

地方自治体の行政施策をめぐる論点

国の制度をめぐる論点

地方自治体政策レベル

国の制度レベル

保育所の
民営化に
関する
議論全体

個別の保育所レベル
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し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
保
育
行
政
を
め
ぐ
る
論
点
は
、
行

政
が
い
か
に
市
民
を
納
得
さ
せ
る
施
策
を
示
せ
る
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
民
営
化
の
対
象
と
な
る
施
設

を
利
用
す
る
子
ど
も
た
ち
や
保
護
者
の
不
安
を
取
り
除
き
、

個
別
の
保
育
所
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
ど
の
よ
う
に
図
る
の

か
と
い
う
点
へ
の
対
応
策
も
必
要
で
あ
る
。

ⅲ
民
営
化
へ
の
不
満
・
不
安
の
整
理

　

次
に
、
各
地
で
起
き
て
い
る
公
立
保
育
所
の
民
営
化
反

対
運
動
に
つ
い
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
反
対
派
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
閲
覧
、
雑
誌
な
ど
へ
の
掲
載
記
事
、
民
営
化
に
反

対
す
る
主
張
が
書
か
れ
た
図
書
な
ど
か
ら
、
反
対
意
見
を

分
析
し
プ
ロ
セ
ス
ご
と
に
分
類
し
て
み
る
と
図
表
9
の
よ

う
に
な
る
。
A
の
「
と
に
か
く
民
営
化
に
反
対
」
と
い
う

よ
う
な
人
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
手
段
も
通
じ
な
い
。

し
か
し
、
B
〜
E
に
分
類
し
た
不
安
や
不
満
に
対
し
て
は
、

市
町
村
の
担
当
者
が
、
当
事
者
や
市
民
に
対
し
て
積
極
的

に
情
報
公
開
と
情
報
提
供
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

な
ぜ
民
営
化
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
手
法
を
取
る
の
か
、

ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
説
明
で
き
れ
ば
解
消

さ
れ
る
課
題
で
あ
る
。
保
育
所
の
民
営
化
問
題
が
、
多
く

の
も
め
事
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
A
の
人
た
ち
に

よ
る
反
対
運
動
も
あ
る
が
、
B
〜
E
の
人
た
ち
に
対
す
る

行
政
の
説
明
不
足
、
対
応
の
ま
ず
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

最
終
回
と
な
る
次
回
は
、
実
際
の
自
治
体
で
の
保
育
所

民
営
化
の
成
功
例
を
紹
介
し
て
分
析
す
る
と
と
も
に
、
筆

者
の
考
察
を
提
示
す
る
。

図表9　反対運動の不満・不安の整理

A とにかく
民営化に反対

B 行政の保育
政策に不満

C 民営化の
意味がよく
わからず不安

D 民営化
プロセスに
不満

E 自分の子ども
が通う保育園
の運営に不安

民営化プロセス行政
（市町村）

民営化後の保育所
の経営主体

か
す
み

　

か
す
み
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